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別紙 3 

 信濃町の給与・定員管理等について⑳ 

１ 総括 

（１） 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住民基本台帳人口 

（23 年度末） 

歳出額 

A 

実質収支 人件費 

Ｂ 

人件費率 

B/A 

（参考） 

21 年度の人件費率 

23 年度 
人 

9,703 

千円 

6,047,790 

千円 

149,469 

千円 

654,476 

％ 

10.82 

％ 

11.09 

（２）職員給与の状況（普通会計決算） 

区分 職員数 A 
       給  与  費      単位：千円 一人当たり給与費 

B/A 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ 

23 年度 107 366,530 38,024 125,302 529,856 4,952 千円 

  １ 職員手当には退職手当を含まない。 

  ２ 職員数は 24 年 4 月 1 日現在の人数である。 

（３）特記事項  なし 

（４）ラスパイレス指数の状況（各年 4 月 1 日現在） 

   

信 濃 町,  9 2 . 8  

町村平均,  9 7 . 9  

類 似 団 体,  9 4 . 6  

信 濃 町,  1 0 2 . 3  類 似 団 体,  1 0 2 . 4  

8 5 . 0

9 0 . 0

9 5 . 0

1 0 0 . 0

1 0 5 . 0

信 濃 町 町 村 平 均 類 似 団 体

Ｈ18年度

Ｈ24年 度

                   

（注）１ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。 

   2 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。 

   3 国家公務員給与については、東日本大震災に対処するため、平成 26 年末まで平成 7.8%の削減を行っており、

本年度の試算は削減後の数値により算出したものである。 

 

 

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

（１） 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（24 年 4 月 1 日現在） 

① 一般行政職 
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区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額 

(国ベース) 

信濃町 40.8 歳 302,491 円 336,944 円 326,046 円 

長野県 45.4 歳 306,627 円 404.792 円 380,771 円 

国 42.8 歳 304,944 円 ― 372,906 円 

類似団体 43.1 歳 317,105 円 359,062 円 341,778 円 

②技能労務職 

区 分 公 務 員 民 間 参考 

平均

年齢 

職員数 平均給料

月額 

平均給与 

月額 

（A） 

平均給与 

月額 

(国ベース) 

対応する民間

の類似職種 

平均 

年齢 

平均給与

月額 

（B） 

Ａ/B 

 信濃町 歳 

47.2 

人 

14 257,369 

 

278,811 

円 

267,844  

歳 

   

その他 47.2 
人 

14 

 

257,369 

 

278,811 

 

267,844 

 

調理士 

 

43.7 

 

247,400 
 

長野県 55.8 64 283,700 309,537 299,093      

国 49.7 
人

4,479 
270,465 ― 307,506     

類似団体          

＊民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。(平成○～○年の 3 ヵ年平均) 

＊技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているも

のではない。 

＊年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び｢民間（Ｄ）｣のデータは、それぞれ平均給与月額を 12 倍したものに、公務員にお

いては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額をくわえた試算値である。 

（注）１ 「平均給料月額」とは、24 年 4 月 1 日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 

   ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外手当などすべて

の諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。 

また、「平均給与月額(国ベース)」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手

当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。 

 

（２）職員の初任給の状況（24 年 4 月 1 日現在） 

区  分 信濃町 長野県 国 

一般行政職 大学卒 172,200 円 172,200 円 172,200 円 

高校卒 140,100 円 140,100 円 140,100 円 
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技能労務職 高校卒 137,200 円 135,600 円 ― 

中学卒 129,200 円 121,600 円 ― 

 

（３）職員の経験年数別・学歴平均給料月額の状況（24 年 4 月 1 日現在） 

区  分 経験年数 10 年 経験年数 15 年 経験年数 20 年 

一般行政職 大学卒 248,600 円 271,500 円 297,250 円 

高校卒 214,600 円 229,750 円 272,742 円 

技能労務職 大学卒 ━ 円 ━ 円 ━ 円 

高校卒 ━ 円 ━ 円 249,717 円 

 

３ 一般行政職の級別職員数の状況 

 （１）一般行政職の級別職員数の状況（23 年 4 月 1 日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数(85) 構成比 

6 級 課長 ２人 2.3％ 

5 級 課長・課長補佐 ７人 8.2％ 

4 級 係長・主幹 ２９人 33.7％ 

3 級 主査 ３３人 38.4％ 

2 級 主任 ５人 5.8％ 

1 級 主事・主事補 １０人 11.6％ 

（注）１ 信濃町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

   ２ 標準的な職務内容とはそれぞれの級に該当する代表的な職務である。 

（２）昇給への勤務成績の反映状況 

現在、評価制度の導入を検討中であるため、昇給等の成績判定には反映していない。 

勤務成績が良好であると判断し昇給を行っている。  

 

４ 職員の手当の状況 

（１）期末手当・勤勉手当 

信 濃 町 長野県 国 

一人当たり平均支給年額 

（２３年度） 

１，３２０千円 

一人当たり平均支給年額 

（２３年度） 

千円 

 

－ 

 

（２３年度支給割合） 

期末手当 2.60 月分 

勤勉手当 1.35 月分 

（２３年度支給割合） 

期末手当 2.5 月分 

勤勉手当 1.3 月分 

（２３年度支給割合） 

期末手当 2.60 月分 

勤勉手当 1.35 月分 

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況） 
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職制上の段階、職務の級等に

よる加算措置 

職制上の段階、職務の級等に

よる加算措置 

職制上の段階、職務の級等に

よる加算措置 

 

（２）退職手当（23 年 4 月 1 日） 

信 濃 町 国 

（支給率） 

勤続 20 年 

勤続 25 年 

勤続 35 年 

最高限度額 

１人当たり平均支給額 

自己都合 

23.5 月分 

33.5 月分 

47.5 月分 

59.28 月分 

0 千円 

勧奨・定年 

30.55 月分 

41.34 月分 

59.28 月分 

59.28 月分 

23,737 千円 

（支給率） 

勤続 20 年 

勤続 25 年 

勤続 35 年 

最高限度額 

 

自己都合 

23.5 月分 

33.5 月分 

47.5 月分 

59.28 月分 

 

勧奨・定年 

30.55 月分 

41.34 月分 

59.28 月分 

59.28 月分 

 

（注） 退職手当の一人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員のうち、普通会計に属する職員（特別職を除く）

に支給された平均額です。 

 

（３）特殊勤務手当（23 年 4 月１日現在） 

年間支給実績（22 年度普通会計決算額） 144 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（21 年度普通会計決算額） 36,000 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（21 年度） 13.8％ 

手当の種類（手当数） ９ 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

防疫等作業手当 作業従事者 防疫作業 ５００円/日額 

死体処理手当 作業従事者 処理作業 ３０００円/回 

保健師主任手当 主任職にある者 保健師主任 ３０００円/月額 

福祉業務手当 主任保育士 保育業務 ３０００円/月額 

社会福祉士手当 
行政職（一）適用の職員であって、

社会福祉士として勤務する職員 
社会福祉士業務 ３０００円/月額 

放射線取扱手当 放射線技師 放射線照射作業 ２３０円/日額 

夜間看護手当 看護師・看護助手 深夜看護業務 １時間当たりの給与

額 50％加算＋800 円 

医療業務手当 医師及び医療技術者 医療業務 給料月額に定率加算

及び月額による支給 

水道業務手当 水道業務従事職員 水道業務 ７０００円/月額 

（４）時間外勤務手当（一般会計分） 

支給実績（23 年度決算） １２，３４６千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（22 年度決算） １０８千円 
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支給実績（22 年度決算） １３，４１７千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（22 年度決算） １１７千円 

 

（５）その他の手当（23 年 4 月 1 日現在）(普通会計) 

手当名 内容及び支給単価 国 の 制

度 と の

異同 

国の制度と

異なる内容 

支給実績(平成 22 年度) 支給職員 1 人

当たり平均支

給年額 

扶養手当 配偶者 13,000 円 

子等の扶養親族 6,500 円 

満 15 歳以上 22 歳まで 加算

5,000 円 

同  １０，４２２千円 ２１６千円 

住居手当 自宅 世帯主 2,500 円 

新築・購入後 5 年以内 

借家 12,000円を超える場合

27,000 円を限度に支給 

同  ５，５６７千円 ２９０千円 

通勤手当 乗用車等使用 2km 以上距離

に応じて 3800 円～19,100 円 

電車・バス利用 45,000 円ま

で全額 それを越える部分

5,000 円を限度に半額支給 

異なる 国  乗用車

使用距離に

応じて 2,000

円 ～ 20,900

円 

９，９３４千円 １２８千円 

管理職手当 給料月額の１００分の８(３) 同  １，２３９千円 １４４千円 

管理職手当（ ）は減額措置後の率です。 
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５ 特別職の報酬等の状況（23 年 4 月 1 日現在） 

区    分 給  料  月  額  等 

給 

料 

町   長 774,000 円 

(681,120 円) 

(参考) 

類似団体における最高・最低額 

報 

酬 

議   長 

 

副 議 長 

 

議   員 

278,000 円 

(261,320 円) 

202,000 円 

(191,900 円) 

180,000 円 

(174,600 円) 

 

 

 

期 

末 

手 

当 

町   長 

副 町 長 

     ６月分    1.40 月分 

    １２月分    1.55 月分 

平成 19 年 4 月から平成 24 年 12 月までの間、町長にあっては 

全額支給なし。 

議   長 

副 議 長 

議   員 

６月分    1.40 月分 

    １２月分    1.55 月分 

退 

職 

手 

当 

 

 

町   長 

（算定方式） 

勤続月数による支

給率 

町長 1 月（0.44）～ 

   48 月（21.12） 

（1 期の手当額） 

 

 

16,346,880 円 

 

（支給時期） 

 退職又は 

任期満了時 

 

 

(注)１ 給料月額等の（ ）内は、特別職の職員等の給与に関する条例附則第 20 項、第 24

項及び第 25 項の規定による減額後の額です。 

  ２ 退職手当の「1 期の手当額」は、4 月 1 日現在の給料月額及び支給率に基づき、１

期(4 年＝48 月)勤めた場合における退職手当の見込額である。 
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６ 職員数の状況 

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由           （各年 4 月 1 日現在） 

      区分 

部門 

職 員 数 対前年増

減数 

主な増減理由 

平成 24 年 平成 23 年 

普

通

会

計

部 

門 

一

般

行

政

部

門 

議会 

総務 

税務 

農林水産 

商工 

土木 

民生 

衛生 

３ 

２１ 

７ 

１２ 

４ 

７ 

２６ 

１１ 

３ 

２１ 

７ 

１２ 

４ 

６ 

２６ 

１１ 

 

  

  

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

国土調査業務の増 

 

小 計 ９１ ９０ １  

 

教育部門 

 

１７ １８ △１ 学校統合事務の減 

小 計 １７ １８ △１  

公

営

企

業

等 

会

計

部

門 

病院 

水道 

下水道 

その他 

７７ 

４ 

２ 

６ 

７５ 

４ 

２ 

６ 

２ 

 

 

 

看護師の増 

 

 

 

小 計 ８９ ８７ ２  

合  計 １９７ 

[255] 

１９５ 

[255] 

２ 

 [0] 

 

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数である。 

   ２ [  ]内は、条例定数の合計である。 

 

（２） 年齢別職員構成の状況（23 年 4 月 1 日）一般行政職（税務職員除く） 

区分 20 歳 

 

未満 

20 歳 

～ 

23 歳 

24 歳 

～ 

27 歳 

28 歳

～ 

31 歳 

32 歳 

～ 

35 歳 

36 歳 

～ 

39 歳 

40 歳 

～ 

43 歳 

44 歳 

～ 

47 歳 

48 歳 

～ 

51 歳 

52 歳 

～ 

55 歳 

56 歳 

～ 

59 歳 

60 歳 

 

以上 

 

計 

職員

数 

 人 

1 

 人 

 7 

 人 

3 

 人 

3 

 人 

10 

 人 

21 

 人 

11 

 人 

11 

 人 

5 

 人 

4 

 人 

10 

 人 

 0 

 人 

86 
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（３）定員管理の数値目標及び進捗状況 

①平成 21 年 4 月 1 日～平成 26 年 4 月 1 日における定員管理の数値目標 

平成 21 年 4 月 1 日 平成 26 年 4 月 1 日 
純減数 純減率 

職員数 職員数 

２０９人 ２００人 △９人 ４.３％ 

  

参考 第六次信濃町行政改革大綱における定員管理の数値目標(数・率) 

計 画 期 間 数値目標 

始 期 終 期 

平成 21 年 4 月 1 日 平成 26 年４月１日 
全職員数 

4.3％の削減 

 

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要 

（各年 4 月 1 日現在） 

      区 

分 

部 門 

21 年 

計画前

年 

22 年 

1 年目 

23 年 

2 年目 

24 年 

3 年目 

25 年 

4 年目 

26 年 

5 年目 

22年～26年 

計 

(参考) 

数値目標 

一般行政 職員数 91 89 90 91   ―  

増減  △２ １ １   （0.0％） 

０ 

△５ 

教育 職員数 18 18 18 17   ―  

増減  ０ ０ △１   （0.0％） 

０ 

△２ 

公営企業

等会計 

職員数 100 96 87 89   ―  

増減  △４ △９ ２   （550.0％） 

△１１ 

△２ 

計 職員数 209 203 195 197   ―  

増減  △６ △８ ２   （133.3％） 

△１２ 

△９ 

（注）１ 計画期間は、平成 22 年から 26 年の 5 年間である。 

   ２ （  ％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。 

   ３ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画 1 年目以降現年までの職員増

減数の累計を示す。 
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７ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１）勤務時間(平成 23 年 4 月 1 日現在・標準的なもの) 

1 週間の勤務時間 勤 務 時 間 休 憩 時 間 休 息 時 間 

38.75 時間 8：30～17：15 12：00～13：00 な し 

 

（２）年次休暇（平成 22 年)（一般職のうち教育委員会・病院関係者・休職者・採用及び退職者除く） 

総付与日数 総取得日数 全対象職員数 平均取得日数 消化率 

3,595 581 95 6.1 16.2 

 

（３）育児休暇(平成 23 年度) 

 女 性 男 性 

新規取得 2 0 

前年度から継続 0 0 

 

８ 職員の分限及び懲戒処分の状況(平成 22 年度) 

分 限 降任 免職 休職 

勤務実績が良くない場合 0 0 0 

心身の故障による長期休養 0 0 0 

職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 

 

懲 戒 戒告 減給 停職 免職 

法令等に違反 1 0 0 0 

職務上義務違反 0 0 0 0 

全体の奉仕者にふさわしくない非行 0 2 0 0 

 

９ 職員の服務の状況(平成 22 年度) 

職員の営利企業等従事許可の状況 

内  容 許可件数 

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他

の団体の役員などの地位を兼ねるもの 
0 

自ら営利を目的とする私企業を営むもの 0 

報酬を得て事業若しくは事務に従事するもの（各種委員会等） 17 
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10 職員の研修及び勤務成績の評定の状況(平成 22 年度) 

（１）職員の研修の状況 

研修名 研修対象 研修目的 延べ受講者数 

新規採用職員研修（前・後） 新規採用職員 公務員としての意識と技能の習得 5 

償却資産研修 担当職員 償却資産の評価に必要な知識の習得 3 

住民税研修 担当者 住民税についての必要な知識の習得 5 

電子自治体研修 担当職員 総務省が進める自治体クラウド関連の研修 1 

税務管理・徴収事務研修 担当職員 町税の収入管理及び徴収事務に必要な知識の

習得 

3 

土地評価事務研修 担当職員 土地の評価替えに当たり土地評価に関する必

要な知識の習得 

1 

監査事務研修 担当職員 監査事務の適正な職務遂行能力向上を図る 1 

係長研修 新任係長 職場管理、部下指導力の向上を図る 3 

部課長研修 課長級職員 管理職が担うべき役割、認識を深め新しい市

町村行政の構築を図る 

5 

メンタルヘルス職員研修 全職員 職員一人一人が行うメンタルヘルスについて

学ぶ 

44 

メンタルヘルス管理者研

修 

係長級以上 職場における、上司等が配慮すべき事項につ

いて学ぶ 

27 

接遇マナーとクレーム対

応研修 

全職員 窓口接客・電話対応の向上及び住民サービス

の向上を図る 

80 

法制執務研修 全職員 法制執務の基本について学ぶ 19 

 

（２）職員の勤務評定の状況 

評定の時期 未 定（検討中）  

評定の期間 未 定 

評定の対象者 一般職員 

 


